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護 介護保険・医療保険

訪問看護業務の手引
定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）
Ｂ５判・約840頁
ISBN978-4-7894-0463-1 C3047 ¥4000E

商品No.140623

令和７年度版 ６月発売予定

訪問看護ステーション必携　介護保険も医療保険も算定はこれでOK！
●訪問看護ステーションが行う介護保険・医療保険の訪問看護業務の進め方をまとめました。
●ステーションの開設から，訪問看護の実施，費用の請求（レセプトの作成）まで，図表を駆使してわかりや
すく解説しています。
●よく使う様式から根拠となる法令・通知まで，業務に関連する資料を網羅した決定版です。

前版（令和６年６月版）から令和7年度版への主な更新箇所（予定）
①令和６年12月２日より原則としてマイナ保険証へ移行し、従来の被保険者証は最長で令和７年12月１日まで
有効とされた規定を受け、利用者の資格確認方法についての記載を見直し

②「ベースアップ評価料」の届出手続きの一部簡素化（令和７年１月10日から）

　このほか、介護保険・医療保険を通じて、令和６年報酬改定時に規定された経過措置等の扱いを整理し、
令和７年度現在の記述とします。

■解説編　
第１　訪問看護制度の概要
第２　訪問看護ステーションの開設
第３　訪問看護事業者の指定
第４　指定の更新（介護保険）、事業の変更・休廃止の

届、指定の取消し等
第５　訪問看護ステーションの運営
　Ⅰ　運営の基本
　Ⅱ　訪問看護の開始
　Ⅲ　訪問看護の実施（介護保険）
　Ⅳ　訪問看護の実施（医療保険）
第６　介護給付費（訪問看護費・介護予防訪問看護費）の

支給
　Ⅰ　訪問看護費の額
　Ⅱ　利用料
　Ⅲ　介護給付費の請求の原則
　Ⅳ　請求と審査・支払
第７　訪問看護療養費の支給
　Ⅰ　訪問看護療養費の額
　Ⅱ　利用料

本書の構成（予定）

定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する場合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（定期巡回・随時対応サービス事業所）のうち，
「介護・看護連携型」の事業所は，自らは訪問看護を行わず，連携先の訪問看護事業所 人の
利用者について か所のみ が訪問看護サービスを提供します。そしてその費用は，訪問看護
事業所が訪問看護費として介護報酬を請求する形となっています（→ 。 月につき

単位）。
この連携を行う訪問看護事業所については，以下のように規定されています。

介護給付費（訪問看護費・介護予防訪問看護費）の支給

―

看護師等の総数のうち，勤続年数が次の年数以上の者の占める割合が ％以上
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）： 年以上
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）： 年以上

勤続 年以上
又は 年以上
の職員が ％
以上

すべての看護師等に対し，健康診断等を定期的に実施していること
・少なくとも 年以内ごとに 回，事業主の費用負担により実施
※新たに加算を算定しようとする場合は， 年以内の実施が計画されていることで足りる
（年度途中の新規に事業を開始する場合も同様）

健康診断等の
定期的な実施

⑴利用者に関する情報の伝達，⑵サービス提供に当たっての留意事項の伝達，⑶看護師等の
技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること
・⑴⑵は，少なくとも次の事項について，その変化の動向も含め，記載
①利用者のADLや意欲 ②利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ③家族を
含む環境 ④前回のサービス提供時の状況 ⑤その他サービス提供に必要な事項

会議の開催

訪問看護ステーションのすべての看護師等（保健師，看護師，准看護師，理学療法士，作業
療法士，言語聴覚士）に対し，看護師等ごとに研修計画を作成し，計画に従い，研修（外部
の研修を含む）を実施していること（または実施を予定していること）

研修の実施

内 容要 件

同一事業所で指定訪問看護と指定介護予防訪問看護とを一体的に行っている場合は，本加算の計算も一体的に
行う。

サービス提供体制強化加算の算定要 下線部は令和 年度の改正箇所

①勤続年数とは，各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。令和 年 月におけ
る勤続年数 年以上の者とは，令和 年 月 点で勤続年数が 年以上である者
をいう
②勤続年数の算定に当たっては，当該訪問看護ステーションにおける勤務年数に加え，
同一法人等の経営する他の介護サービス事業所，病院，社会福祉施設等においてサー
ビスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる

勤
続
年
数

①常勤換算方法により算出した前年度（ 月を除く）の平均を用いる
②前年度の実績が 月に満たない事業所（新規開設の事業所や再開した事業所を含む）
については，届出日の属する月の前 月について，常勤換算方法により算出した平均
を用いる。したがって，新規や再開の事業所については， 月目以降に加算の届出が
可能となる
③上記②の場合は，届出月以降においても，直近 月間の職員の割合について，毎月継
続的に ％以上を維持しなければならない。割合は毎月記録し， ％を下回った場
合，ただちに都道府県知事等に届出

職
員
の
割
合
の
算
出

介
護
給
付
費

① 緊急時訪問看護加算
の届出をしていることが必要です。

② 定期巡回・随時対応サービスの報酬は月額定額報酬ですが，次のような場合には日割りで
計算します。
ア．月の途中から訪問看護を利用した場合又は月の途中で訪問看護の利用を終了した場合に
は，利用期間（訪問看護の利用を開始した日から月末日まで又は当該月の初日から利用を
終了した日まで）に対応した単位数を算定（以下「日割り計算」）します。
イ．月の途中に短期入所サービスを利用している場合は，その期間について日割り計算によ
り算定（減算）します。
ウ．要介護 である利用者には月単位 ）があります。月の途中で要介護
から他の要介護度に変更となった場合，及び他の要介護度から要介護 に変更になった場
合はこの加算についても日割り計算により算定します。
エ．月途中で，末期の悪性腫瘍又は別に厚生労働大臣が定める疾病の状態（利用者等告示第
四号→巻末 ）となった場合は，その状態にある期間について日割り計算により算定（減
算）します（医療保険の適用となります）。

※このほか，適用される加算・減算項目については，算定構造（→ ）を参照してください。
※定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する場合の訪問看護費（算定構造の「ハ」）を算定する利用者に
ついては，他の訪問看護費（算定構造の「イ」「ロ」）を算定することはできません。

（一体型の事業所からの委託による訪問看護）
訪問看護サービスを提供する「一体型」の定期巡回・随時対応サービス事業所であっても，訪

問看護サービスの一部については，委託先の訪問看護事業所に行ってもらうことが可能です。

Ⅱ 利用料

利用料については，次頁の表のように整理されます。
交通費は通常の訪問看護の実施地域以外の地域への訪問看護を行った場合に徴収できます。
ただし，中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算を算定する場合は，交通費の支
払を受けることはできません。
なお，サービス提供時間が 時間 を超過する場合は，超過部分について，訪問看護ス

テーションが定めた利用料を徴収できます。ただし，長時間訪問看護加算を算定する場合は徴
収できません。
（公費負担医療の対象となる場合）
訪問看護は，公費負担医療の対象となることがあります。資格証明を確認して公費対象サー
ビス（サービスコード単位）を提供した場合は，サービス提供票に従い公費適用後の本人負担
を徴収します。
対象となりうる公費負担医療としては，①障害者総合支援法による精神障害の通院医療，②

利用料

介
護
給
付
費

図表を用いて複雑なしくみを
わかりやすく整理

第 介護給付費（訪問看護費・介護予防
訪問看護費）の支給

要介護者・要支援者に対して行った訪問看護に要する費用は介護保険法に基づく居宅介護
サービス費（訪問看護費）・介護予防サービス費（介護予防訪問看護費）として，指定訪問
看護ステーションに支払われます。訪問看護費（介護予防訪問看護費を含みます。以下同
じ）は単位数で表しますが，その額は，所要時間ごとに 区分された単位数（又は理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士が実施した場合の単位数）に各種の加算項目のうち該当するも
のを足し合わせ，これに地域差による 単位単価を乗じた額となります。このほか，要介護
者に対する訪問看護費には，定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する場合が設定され
ています。この場合，定期巡回・随時対応サービス事業所は月額定額報酬となっています
が，連携する訪問看護ステーションは，訪問看護費として介護報酬を請求します。
利用者は指定訪問看護を利用した場合，その費用の 割（ 歳以上の一定以上所得者は，
割又は 割（特に所得の高い人））の利用料を指定訪問看護ステーションに支払います。

制度上，その他の利用料としては，通常の訪問看護の実施地域以外の地域における指定訪問
看護にかかる交通費があります。
なお，指定訪問看護ステーションは，毎月国保連合会に訪問看護費の請求を行い，その支
払を受けます。

Ⅰ 訪問看護費の額

訪問看護費の支払

訪問看護に要する費用は，介護保険法に基づいて，市町村長が訪問看護費として支給するこ
とになっていますが，法形式的にはいわゆる現金給付です。利用者が訪問看護を受けた場合
に，その費用を利用者が一時，訪問看護ステーションに支払い，後日市町村長からその費用の
償還を受けるというものですが，利用者の経済的な負担を考慮して，実際には現物給付の形が
とられています。これにより，利用者は，本人負担の利用料のみ（原則 割， 割又は 割）
で訪問看護が受けられます。残りの費用は訪問看護ステーションが国保連合会を通じて市町村
に介護報酬として請求します。
この介護報酬の請求権は，介護保険法の規定により， 年を経過すると時効によって消滅し
ます。

訪問看護費の額

介
護
給
付
費

訪問看護費の算定対象者と算定構造

）訪問看護の利用者
居宅にいる要介護者・要支援者であって，通院が困難であり，主治医が訪問看護の必要を認
めて訪問看護指示書が交付された者です。ただし，末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が
定める疾病等（利用者等告示第四号→巻末 で規定する疾病等）の患者，急性増悪により一時
的に頻回に訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書（指示の日から 限度とす
る）を交付された患者は除きます（医療保険給付対象の訪問看護の利用者となるため，介護保
険の訪問看護費が算定されません）。
介護保険法の規定により訪問看護の給付を受けることができるときは医療保険では行わない
こととなっています。ただし，要介護者等で精神障害者の場合は，医療保険からの訪問看護と
なります（精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護療養費。精神科訪問看護基本療養費を
算定する場合，訪問看護管理療養費等もあわせて算定できます）。なお，要介護者等が認知症
の患者のときの精神科訪問看護基本療養費の算定については， を参照してください。
利用者が短期入所サービスや地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間
は，訪問看護費は算定できません。（介護予防）短期入所療養介護を含む介護老人保健施設や
指定介護療養型医療施設，介護医療院，医療機関を退所・退院した日（サービス終了日）に
も，訪問看護費は算定できませんが，特別管理加算の対象となる利用者（→ 表）又は主治
の医師が退所・通院した日に訪問看護が必要であると認める利用者（令和 年 月から）に限
っては算定できます。
また，利用者が認知症対応型共同生活介護（グループホーム），（地域密着型）特定施設入居

者生活介護，介護・看護一体型の事業所からの定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「定
期巡回・随時対応サービス」）又は複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）を受けて
いる間は，訪問看護費は算定できません。このうち，外部サービス利用型の特定施設の入居者
に対しては，特定施設サービス計画に基づき，外部サービスの提供事業者として，訪問看護を
実施することができますが，介護報酬の算定については別の規定によります（→ ）。なお，
グループホームや特定施設の事業者が，訪問看護の必要を認めた場合，各事業者の負担でサー
ビスを利用することはできます。
※介護保険による訪問看護費を算定しない疾病等
①末期の悪性腫瘍
②別に厚生労働大臣が定める疾病等（利用者等告示第四号→巻末 ）
③急性増悪等により頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示の日から
以内
①～③は医療保険の訪問看護の対象となる
④利用者が以下のサービスを受けている間（例外あり，上記参照）
ア．短期入所サービス（介護予防サービスを含む）

介護給付費（訪問看護費・介護予防訪問看護費）の支給

―

介
護
給
付
費
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　Ⅰ　訪問看護指示料等
　Ⅱ　在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院
　Ⅲ　共同指導や連携を主眼とした診療報酬項目
　Ⅳ　在宅療養指導管理料
第９　公費負担医療制度
第10　労災保険、公害医療等
第11　高額療養費
第12　高額医療・高額介護合算制度

■様式集

■関係法令・通知等

■参考　介護保険のあらまし

■介護保険　サービスコード表

■索引
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訪問看護業務の手引
定価　本体4,000円＋税（税込4,400円）
Ｂ５判・約840頁
ISBN978-4-7894-0463-1 C3047 ¥4000E

商品No.140623

令和７年度版 ６月発売予定

訪問看護ステーション必携　介護保険も医療保険も算定はこれでOK！
●訪問看護ステーションが行う介護保険・医療保険の訪問看護業務の進め方をまとめました。
●ステーションの開設から，訪問看護の実施，費用の請求（レセプトの作成）まで，図表を駆使してわかりや
すく解説しています。

●よく使う様式から根拠となる法令・通知まで，業務に関連する資料を網羅した決定版です。

前版（令和６年６月版）から令和7年度版への主な更新箇所（予定）
①令和６年12月２日より原則としてマイナ保険証へ移行し、従来の被保険者証は最長で令和７年12月１日まで
有効とされた規定を受け、利用者の資格確認方法についての記載を見直し
②「ベースアップ評価料」の届出手続きの一部簡素化（令和７年１月10日から）

　このほか、介護保険・医療保険を通じて、令和６年報酬改定時に規定された経過措置等の扱いを整理し、
令和７年度現在の記述とします。

■解説編　
第１　訪問看護制度の概要
第２　訪問看護ステーションの開設
第３　訪問看護事業者の指定
第４　指定の更新（介護保険）、事業の変更・休廃止の

届、指定の取消し等
第５　訪問看護ステーションの運営
　Ⅰ　運営の基本
　Ⅱ　訪問看護の開始
　Ⅲ　訪問看護の実施（介護保険）
　Ⅳ　訪問看護の実施（医療保険）
第６　介護給付費（訪問看護費・介護予防訪問看護費）の

支給
　Ⅰ　訪問看護費の額
　Ⅱ　利用料
　Ⅲ　介護給付費の請求の原則
　Ⅳ　請求と審査・支払
第７　訪問看護療養費の支給
　Ⅰ　訪問看護療養費の額
　Ⅱ　利用料

本書の構成（予定）

定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する場合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（定期巡回・随時対応サービス事業所）のうち，
「介護・看護連携型」の事業所は，自らは訪問看護を行わず，連携先の訪問看護事業所 人の
利用者について か所のみ が訪問看護サービスを提供します。そしてその費用は，訪問看護
事業所が訪問看護費として介護報酬を請求する形となっています（→ 。 月につき

単位）。
この連携を行う訪問看護事業所については，以下のように規定されています。

介護給付費（訪問看護費・介護予防訪問看護費）の支給

―

看護師等の総数のうち，勤続年数が次の年数以上の者の占める割合が ％以上
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）： 年以上
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）： 年以上

勤続 年以上
又は 年以上
の職員が ％
以上

すべての看護師等に対し，健康診断等を定期的に実施していること
・少なくとも 年以内ごとに 回，事業主の費用負担により実施
※新たに加算を算定しようとする場合は， 年以内の実施が計画されていることで足りる
（年度途中の新規に事業を開始する場合も同様）

健康診断等の
定期的な実施

⑴利用者に関する情報の伝達，⑵サービス提供に当たっての留意事項の伝達，⑶看護師等の
技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること
・⑴⑵は，少なくとも次の事項について，その変化の動向も含め，記載
①利用者のADLや意欲 ②利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ③家族を
含む環境 ④前回のサービス提供時の状況 ⑤その他サービス提供に必要な事項

会議の開催

訪問看護ステーションのすべての看護師等（保健師，看護師，准看護師，理学療法士，作業
療法士，言語聴覚士）に対し，看護師等ごとに研修計画を作成し，計画に従い，研修（外部
の研修を含む）を実施していること（または実施を予定していること）

研修の実施

内 容要 件

同一事業所で指定訪問看護と指定介護予防訪問看護とを一体的に行っている場合は，本加算の計算も一体的に
行う。

サービス提供体制強化加算の算定要 下線部は令和 年度の改正箇所

①勤続年数とは，各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。令和 年 月におけ
る勤続年数 年以上の者とは，令和 年 月 点で勤続年数が 年以上である者
をいう
②勤続年数の算定に当たっては，当該訪問看護ステーションにおける勤務年数に加え，
同一法人等の経営する他の介護サービス事業所，病院，社会福祉施設等においてサー
ビスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる

勤
続
年
数

①常勤換算方法により算出した前年度（ 月を除く）の平均を用いる
②前年度の実績が 月に満たない事業所（新規開設の事業所や再開した事業所を含む）
については，届出日の属する月の前 月について，常勤換算方法により算出した平均
を用いる。したがって，新規や再開の事業所については， 月目以降に加算の届出が
可能となる
③上記②の場合は，届出月以降においても，直近 月間の職員の割合について，毎月継
続的に ％以上を維持しなければならない。割合は毎月記録し， ％を下回った場
合，ただちに都道府県知事等に届出

職
員
の
割
合
の
算
出

介
護
給
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費

① 緊急時訪問看護加算
の届出をしていることが必要です。
② 定期巡回・随時対応サービスの報酬は月額定額報酬ですが，次のような場合には日割りで
計算します。
ア．月の途中から訪問看護を利用した場合又は月の途中で訪問看護の利用を終了した場合に
は，利用期間（訪問看護の利用を開始した日から月末日まで又は当該月の初日から利用を
終了した日まで）に対応した単位数を算定（以下「日割り計算」）します。

イ．月の途中に短期入所サービスを利用している場合は，その期間について日割り計算によ
り算定（減算）します。

ウ．要介護 である利用者には月単位 ）があります。月の途中で要介護
から他の要介護度に変更となった場合，及び他の要介護度から要介護 に変更になった場
合はこの加算についても日割り計算により算定します。

エ．月途中で，末期の悪性腫瘍又は別に厚生労働大臣が定める疾病の状態（利用者等告示第
四号→巻末 ）となった場合は，その状態にある期間について日割り計算により算定（減
算）します（医療保険の適用となります）。

※このほか，適用される加算・減算項目については，算定構造（→ ）を参照してください。
※定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する場合の訪問看護費（算定構造の「ハ」）を算定する利用者に
ついては，他の訪問看護費（算定構造の「イ」「ロ」）を算定することはできません。

（一体型の事業所からの委託による訪問看護）
訪問看護サービスを提供する「一体型」の定期巡回・随時対応サービス事業所であっても，訪

問看護サービスの一部については，委託先の訪問看護事業所に行ってもらうことが可能です。

Ⅱ 利用料

利用料については，次頁の表のように整理されます。
交通費は通常の訪問看護の実施地域以外の地域への訪問看護を行った場合に徴収できます。

ただし，中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算を算定する場合は，交通費の支
払を受けることはできません。
なお，サービス提供時間が 時間 を超過する場合は，超過部分について，訪問看護ス

テーションが定めた利用料を徴収できます。ただし，長時間訪問看護加算を算定する場合は徴
収できません。
（公費負担医療の対象となる場合）
訪問看護は，公費負担医療の対象となることがあります。資格証明を確認して公費対象サー

ビス（サービスコード単位）を提供した場合は，サービス提供票に従い公費適用後の本人負担
を徴収します。
対象となりうる公費負担医療としては，①障害者総合支援法による精神障害の通院医療，②

利用料

介
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図表を用いて複雑なしくみを
わかりやすく整理

第 介護給付費（訪問看護費・介護予防
訪問看護費）の支給

要介護者・要支援者に対して行った訪問看護に要する費用は介護保険法に基づく居宅介護
サービス費（訪問看護費）・介護予防サービス費（介護予防訪問看護費）として，指定訪問
看護ステーションに支払われます。訪問看護費（介護予防訪問看護費を含みます。以下同
じ）は単位数で表しますが，その額は，所要時間ごとに 区分された単位数（又は理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士が実施した場合の単位数）に各種の加算項目のうち該当するも
のを足し合わせ，これに地域差による 単位単価を乗じた額となります。このほか，要介護
者に対する訪問看護費には，定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する場合が設定され
ています。この場合，定期巡回・随時対応サービス事業所は月額定額報酬となっています
が，連携する訪問看護ステーションは，訪問看護費として介護報酬を請求します。
利用者は指定訪問看護を利用した場合，その費用の 割（ 歳以上の一定以上所得者は，
割又は 割（特に所得の高い人））の利用料を指定訪問看護ステーションに支払います。

制度上，その他の利用料としては，通常の訪問看護の実施地域以外の地域における指定訪問
看護にかかる交通費があります。
なお，指定訪問看護ステーションは，毎月国保連合会に訪問看護費の請求を行い，その支

払を受けます。

Ⅰ 訪問看護費の額

訪問看護費の支払

訪問看護に要する費用は，介護保険法に基づいて，市町村長が訪問看護費として支給するこ
とになっていますが，法形式的にはいわゆる現金給付です。利用者が訪問看護を受けた場合
に，その費用を利用者が一時，訪問看護ステーションに支払い，後日市町村長からその費用の
償還を受けるというものですが，利用者の経済的な負担を考慮して，実際には現物給付の形が
とられています。これにより，利用者は，本人負担の利用料のみ（原則 割， 割又は 割）
で訪問看護が受けられます。残りの費用は訪問看護ステーションが国保連合会を通じて市町村
に介護報酬として請求します。
この介護報酬の請求権は，介護保険法の規定により， 年を経過すると時効によって消滅し

ます。

訪問看護費の額

介
護
給
付
費

訪問看護費の算定対象者と算定構造

）訪問看護の利用者
居宅にいる要介護者・要支援者であって，通院が困難であり，主治医が訪問看護の必要を認

めて訪問看護指示書が交付された者です。ただし，末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が
定める疾病等（利用者等告示第四号→巻末 で規定する疾病等）の患者，急性増悪により一時
的に頻回に訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書（指示の日から 限度とす
る）を交付された患者は除きます（医療保険給付対象の訪問看護の利用者となるため，介護保
険の訪問看護費が算定されません）。
介護保険法の規定により訪問看護の給付を受けることができるときは医療保険では行わない

こととなっています。ただし，要介護者等で精神障害者の場合は，医療保険からの訪問看護と
なります（精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護療養費。精神科訪問看護基本療養費を
算定する場合，訪問看護管理療養費等もあわせて算定できます）。なお，要介護者等が認知症
の患者のときの精神科訪問看護基本療養費の算定については， を参照してください。
利用者が短期入所サービスや地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間
は，訪問看護費は算定できません。（介護予防）短期入所療養介護を含む介護老人保健施設や
指定介護療養型医療施設，介護医療院，医療機関を退所・退院した日（サービス終了日）に
も，訪問看護費は算定できませんが，特別管理加算の対象となる利用者（→ 表）又は主治
の医師が退所・通院した日に訪問看護が必要であると認める利用者（令和 年 月から）に限
っては算定できます。
また，利用者が認知症対応型共同生活介護（グループホーム），（地域密着型）特定施設入居

者生活介護，介護・看護一体型の事業所からの定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「定
期巡回・随時対応サービス」）又は複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）を受けて
いる間は，訪問看護費は算定できません。このうち，外部サービス利用型の特定施設の入居者
に対しては，特定施設サービス計画に基づき，外部サービスの提供事業者として，訪問看護を
実施することができますが，介護報酬の算定については別の規定によります（→ ）。なお，
グループホームや特定施設の事業者が，訪問看護の必要を認めた場合，各事業者の負担でサー
ビスを利用することはできます。
※介護保険による訪問看護費を算定しない疾病等
①末期の悪性腫瘍
②別に厚生労働大臣が定める疾病等（利用者等告示第四号→巻末 ）
③急性増悪等により頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護指示の日から
以内

①～③は医療保険の訪問看護の対象となる
④利用者が以下のサービスを受けている間（例外あり，上記参照）
ア．短期入所サービス（介護予防サービスを含む）

介護給付費（訪問看護費・介護予防訪問看護費）の支給

―
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■索引

■訪問看護における介護保険・医療保険の区分／加

改定事項を明解に解説
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指定基準について国が公布・発出した省令・通知を集成した基本書
自治体における条例制定や，事業所・施設運営の一助に

介護報酬の解釈
2指定基準編
定価　本体4,800円＋税（税込5,280円）
Ｂ５判・1,408頁
ISBN978-4-7894-0505-8 C3047 ¥4800E

商品No.110429

令和6年4月版 令和６年６月発刊・発売中

介護報酬の算定に必要な情報を見開きで配置，一覧性に優れた定本
単位数はもちろん，算定要件などのポイントも明快にわかります

介護報酬の解釈
1単位数表編
定価　本体5,200円＋税（税込5,720円）
Ｂ５判・1,520頁
ISBN978-4-7894-0504-1 C3047 ¥5200E

商品No.110428

令和6年４月版 令和６年６月発刊・発売中

厚生労働省発出のＱ＆Ａをサービス別に整理して収載
関係法令も集成，さらに実務に精通するための一冊

『介護報酬の解釈 令和６年４月版』ウェブコンテンツはこちらから
書籍の内容を補完・さらに充実した情報を提供

『介護保険の実務 令和６年版』ウェブコンテンツはこちらから
書籍の内容を補完・さらに充実した情報を提供

介護報酬の解釈
3ＱＡ・法令編
定価　本体4,800円＋税（税込5,280円）
Ｂ５判・1,296頁
ISBN978-4-7894-0506-5 C3047 ¥4800E

商品No.110430

令和6年4月版 令和６年６月発刊・発売中

改正後の介護保険制度を理解し,考えるための「わかりやすい」決定版！

●介護保険は，高齢者の介護を社会全体で支えあうしくみです。どのような人が，どのような手続を経て，ど
のようなサービスをうけられるのか，そしてその費用はどのようにまかなわれ，どのように制度が運営され
るのかについて，全体像を見通しつつ，詳細に解説しています。
●法令編では，解説編で表示した介護保険法などの条文や関係する規定を参照することができますので，解
説の根拠とより詳細な情報が得られます。法令を参照されたい場合は，①解説編＋法令編をお求めくださ
い。

介護保険制度の解説
令和6年度版 令和６年10月発刊・発売中

定価　本体5,400円＋税（税込5,940円）
Ｂ５判・1,312頁
ISBN978-4-7894-2521-6 C2032 ¥5400E

商品No.700121

②解説編のみ
（法令編なし）

定価　本体3,500円＋税（税込3,850円）
Ｂ５判・560頁
ISBN978-4-7894-2511-7 C2032 ¥3500E

商品No.700111

①解説編＋法令編

実務に研修に役立つ，密度の高い一冊　市町村担当者必携です！

●保険料と介護保険財政を中心として，介護保険における保険者事務について詳しく解説した実務書です。
事例や運用をできる限り記述する一方，介護保険制度の基本的な考え方も説明しています。

●介護保険制度創設の社会的背景の説明から一貫した「なぜこのような制度になっているのか」という視点
で，その理由をポイントごとに触れており，実務に携わる方だけでなく介護保険に関心のある方にもおすす
めしたい一冊です。
●解説には法令上の根拠を示していますので，知識の整理等にも役立ちます。

定価　本体2,600円＋税（税込2,860円）
Ａ5判・308頁
ISBN978-4-7894-7022-3 C2032 ¥2600E

令和6年度版

商品No.700047

令和６年11月発刊・発売中

保険料と介護保険財政

介護保険の実務
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指定基準について国が公布・発出した省令・通知を集成した基本書
自治体における条例制定や，事業所・施設運営の一助に

介護報酬の解釈
2指定基準編
定価　本体4,800円＋税（税込5,280円）
Ｂ５判・1,408頁
ISBN978-4-7894-0505-8 C3047 ¥4800E

商品No.110429

令和6年4月版 令和６年６月発刊・発売中

介護報酬の算定に必要な情報を見開きで配置，一覧性に優れた定本
単位数はもちろん，算定要件などのポイントも明快にわかります

介護報酬の解釈
1単位数表編
定価　本体5,200円＋税（税込5,720円）
Ｂ５判・1,520頁
ISBN978-4-7894-0504-1 C3047 ¥5200E

商品No.110428

令和6年４月版 令和６年６月発刊・発売中

厚生労働省発出のＱ＆Ａをサービス別に整理して収載
関係法令も集成，さらに実務に精通するための一冊

『介護報酬の解釈 令和６年４月版』ウェブコンテンツはこちらから
書籍の内容を補完・さらに充実した情報を提供

『介護保険の実務 令和６年版』ウェブコンテンツはこちらから
書籍の内容を補完・さらに充実した情報を提供

介護報酬の解釈
3ＱＡ・法令編
定価　本体4,800円＋税（税込5,280円）
Ｂ５判・1,296頁
ISBN978-4-7894-0506-5 C3047 ¥4800E

商品No.110430

令和6年4月版 令和６年６月発刊・発売中

改正後の介護保険制度を理解し,考えるための「わかりやすい」決定版！

●介護保険は，高齢者の介護を社会全体で支えあうしくみです。どのような人が，どのような手続を経て，ど
のようなサービスをうけられるのか，そしてその費用はどのようにまかなわれ，どのように制度が運営され
るのかについて，全体像を見通しつつ，詳細に解説しています。

●法令編では，解説編で表示した介護保険法などの条文や関係する規定を参照することができますので，解
説の根拠とより詳細な情報が得られます。法令を参照されたい場合は，①解説編＋法令編をお求めくださ
い。

介護保険制度の解説
令和6年度版 令和６年10月発刊・発売中

定価　本体5,400円＋税（税込5,940円）
Ｂ５判・1,312頁
ISBN978-4-7894-2521-6 C2032 ¥5400E

商品No.700121

②解説編のみ
（法令編なし）

定価　本体3,500円＋税（税込3,850円）
Ｂ５判・560頁
ISBN978-4-7894-2511-7 C2032 ¥3500E

商品No.700111

①解説編＋法令編

実務に研修に役立つ，密度の高い一冊　市町村担当者必携です！

●保険料と介護保険財政を中心として，介護保険における保険者事務について詳しく解説した実務書です。
事例や運用をできる限り記述する一方，介護保険制度の基本的な考え方も説明しています。

●介護保険制度創設の社会的背景の説明から一貫した「なぜこのような制度になっているのか」という視点
で，その理由をポイントごとに触れており，実務に携わる方だけでなく介護保険に関心のある方にもおすす
めしたい一冊です。
●解説には法令上の根拠を示していますので，知識の整理等にも役立ちます。

定価　本体2,600円＋税（税込2,860円）
Ａ5判・308頁
ISBN978-4-7894-7022-3 C2032 ¥2600E

令和6年度版

商品No.700047

令和６年11月発刊・発売中

保険料と介護保険財政

介護保険の実務
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Ⅰ　サービスと請求のしくみ（解説）
⑴障害福祉サービスを受けるまで
⑵サービス内容と指定基準
⑶事業所による給付費の請求
①介護給付費等の請求と支払い
②電子請求受付システム
③簡易入力システムを使用した請求
⑷令和６年度報酬改定のポイント
①主な改定内容
②算定構造とサービス提供実績記録票
③請求書と明細書

Ⅱ　費用算定基準（単位数表）
第１章　障害者総合支援法
⑴計画相談支援
⑵地域相談支援
⑶障害福祉サービス
①居宅介護
②重度訪問介護
③同行援護
④行動援護
⑤療養介護

本書の構成

⑥生活介護
⑦短期入所
⑧重度障害者等包括支援
⑨施設入所支援
⑩自立訓練（機能訓練）
⑪自立訓練（生活訓練）
⑫就労選択支援
⑬就労移行支援
⑭就労継続支援Ａ型
⑮就労継続支援Ｂ型
⑯就労定着支援
⑰自立生活援助
⑱共同生活援助

第2章　児童福祉法
⑴障害児相談支援
⑵障害児通所支援
①児童発達支援
②放課後等デイサービス
③居宅訪問型児童発達支援
④保育所等訪問支援
⑤経過的児童発達支援

⑶障害児入所支援
①福祉型障害児入所施設
②医療型障害児入所施設

Ⅲ　指定基準
⑴計画相談支援
⑵地域相談支援
⑶障害福祉サービス
⑷障害者支援施設等
⑸障害児相談支援
⑹障害児通所支援
⑺障害児入所施設等

Ⅳ　関係告示・通知
⑴算定基準関係
⑵指定基準関係
⑶医療保険・介護保険等との関係

Ⅴ　疑義解釈
⑴令和６年度報酬改定Ｑ＆Ａ
⑵障害児支援に関係するＱ＆Ａ
⑶相談支援に関係するＱ＆Ａ

Ⅱ－ －２　障害児通所支援 第１　児童発達支援
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児童発達支援
１　児童発達支援給付費（１日につき）
イ　児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合（ロ又はハに該
当する場合を除く。）
⑴ 医療的ケア区分３（次の表（以下「スコア表」という。）の項目の欄に規定するいずれか
の医療行為を必要とする状態であって，スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び
見守りスコアを合算し， 点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。）
㈠ 利用定員が 人以下の場合 , 単位
㈡ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈢ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈣ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈤ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈥ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈦ 利用定員が 人以上の場合 , 単位

⑵ 医療的ケア区分２（スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状
態であって，スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し，
点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。）
㈠ 利用定員が 人以下の場合 , 単位
㈡ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈢ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈣ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈤ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈥ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈦ 利用定員が 人以上の場合 , 単位

⑶ 医療的ケア区分１（スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状
態であって，スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し，３
点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。）
㈠ 利用定員が 人以下の場合 , 単位
㈡ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈢ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈣ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈤ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈥ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈦ 利用定員が 人以上の場合 , 単位

⑷ ⑴から⑶までに該当しない障害児について算定する場合
㈠ 利用定員が 人以下の場合 , 単位
㈡ 利用定員が 人以上 人以下の場合 , 単位
㈢ 利用定員が 人以上 人以下の場合 単位
㈣ 利用定員が 人以上 人以下の場合 単位
㈤ 利用定員が 人以上 人以下の場合 単位
㈥ 利用定員が 人以上 人以下の場合 単位
㈦ 利用定員が 人以上の場合 単位

第１ 算定構造→183頁

２　障害児通所給付費等
⑴　児童発達支援給付費
〔１・注１，注２，注２の２〕児童発達支援給付費の区分について〔第二・２・⑴・①〕
　児童発達支援給付費の区分については，厚生労働大臣が定める施設基準（平成24年厚生労働省告示第269号。
以下「第269号告示」という。）に規定する人員基準，障害児の障害種別及び利用定員に応じ，算定することと
されており，具体的には，次のとおりであること。
なお，障害児の医療的ケア区分等により，算定する単位が異なるが，当該取扱いは１〔→通則〕の（ の ）

を参照すること。
㈠　通所報酬告示第１の１のイを算定する場合
ア　㈡又は㈢に該当しない障害児であること。
イ　児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を４で除して得た数以上であ
ること。

㈡　通所報酬告示第１の１のロを算定する場合
ア　障害児が難聴児であること。
イ　児童指導員及び保育士，言語聴覚士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を４で除して得
た数以上であること。ただし，言語聴覚士は４人以上であること。

㈢　通所報酬告示第１の１のハを算定する場合
ア　障害児が重症心身障害児であること。
イ　看護職員，児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を４で除して得た
数以上であること。ただし，看護職員，機能訓練担当職員はそれぞれ１人以上であること。

㈣　通所報酬告示第１の１のニ⑴を算定する場合
ア　㈤に該当しない障害児について算定すること。

４項の基準を満たしていること。
（四の二）通所報酬告示第１の１のニ⑵を算定する場合
ア　㈤に該当しない障害児について算定すること。
イ　指定通所基準第５条第１項の基準を満たしていること。
㈤　通所報酬告示第１の１のホを算定する場合
ア　障害児が重症心身障害児であること。
イ　指定通所基準第５条第４項の基準を満たしていること。

（五の二）通所報酬告示第１の１のヘを算定する場合
　指定通所基準第54条の２に規定する共生型児童発達支援の事業を行う事業所であること。
（五の三）通所報酬告示第１の１のト⑴を算定する場合
　指定通所基準第54条の６から第54条の９までの規定による基準に適合する基準該当児童発達支援事業所であ
ること。
（五の四）通所報酬告示第１の１のト⑵を算定する場合
　指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所であること。
㈥　営業時間が６時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について
　運営規程等に定める営業時間が６時間未満である場合は，減算することとしているところであるが，以下
のとおり取り扱うこととする。
ア　ここでいう「営業時間」には，送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
イ　個々の障害児の実利用時間は問わないものであり，例えば，６時間以上開所しているが，障害児の事情
等によりサービス提供時間が６時間未満となった場合は，減算の対象とならないこと。また，５時間開所
しているが，利用者の事情等によりサービス提供時間が４時間未満となった場合は，４時間以上６時間未
満の場合の割合を乗ずること。
ウ　算定される単位数は４時間未満の場合は所定単位数の100分の70とし，４時間以上６時間未満の場合に
は所定単位数の100分の85とする。なお，当該所定単位数は，各種加算がなされる前の単位数とし，各種
加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。

㈦　報酬区分を判定する際に用いる障害児の数について
　報酬区分を判定する際に用いる障害児の数については，以下のとおり取り扱うこととする。
ア　当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の延
べ利用人数を用いる。
イ　㈣を算定するには，小学校就学前の障害児の当該年度の前年度の延べ利用人数を，全障害児の延べ利用
人数で除して得た数が70％以上であること。

〔１・イ〕医療的ケア区分に係る経過措置
施行日〔令和３年４月１日〕から令和４年６月 日までの間は，〔略〕新障害児通所給付費等単位

数表第１の１のイ〔略〕中「以上である」とあるのは「以上又はこれに準ずる状態である」とする。

単位数表・指定基準からＱＡまで　すべての情報をこの一冊に集約！
制度の全体像を解説，単位数表と指定基準は通知と組み合わせて掲載
●障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく，障害福祉サービス・障害児支援の基準，とくに報酬算定
と請求に照準をあて，実務上役立つように編集しました。
●障害福祉サービス提供事業者・施設や相談支援事業者をはじめ，行政担当者，報酬関係実務担当者に待望
の一冊です。
●第Ⅱ編「費用算定基準（単位数表）」は，対応するサービスの単位数表告示・関係告示と留意事項通知を見
開きで配置することにより，使いやすい構成となっています。
●第Ⅲ編「指定基準」は，各サービスの指定基準省令とその解釈通知により構成しています。それぞれひと目
で区別でき，指定基準が体系的に理解できるように編集しています。

●今回の改訂版は，令和６年４月の報酬改定に完全対応。各サービスの単位数はもちろん，新たな処遇改善
加算に関連する通知や，改定内容を理解するための解説記事も掲載しています。
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4　介護給付①　居宅における生活支援

◎居宅介護は，利用者の居宅で，入浴，排せつまたは食事の介護等を行います。重度訪問介護は，
重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害で行動に著しい困難を有する人が対象です。
◎同行援護は，視覚障害のため移動に著しい困難を有する人に移動の際の支援を，行動援護は，行
動する際に生じる危険を回避するために必要な援護，外出時の介護等を行います。
◎重度障害者等包括支援は，介護の必要性がとくに高い人に複数のサービスを包括的に行います。

　利用者が居宅で自立した日常生活・社会生活を営むことができるよ
うに，身体その他の状況や置かれている環境に応じて，入浴・排せつ・
食事等の介護，調理・洗濯・掃除等の家事，生活等に関する相談や助
言，その他の生活全般にわたる援助を行います。
●居宅介護の対象者
　障害支援区分１以上の障害者と，これに相当する支援の度合いに
ある障害児です。ただし，通院等介助（身体介護を伴う場合）※1は，
①障害支援区分２以上で，②障害支援区分の認定調査項目で次のいず
れか１つ以上に認定されている人が対象です。

4 介護給付①　居宅における生活支援

1　居宅介護（ホームヘルプ）

※1 医療機関への通院，公的
機関での手続，地域移行支
援事業所・地域定着支援事
業所・特定相談支援事業
所・障害児相談支援事業所
への訪問，障害福祉サービ
ス事業所の見学などを利用
目的としています。

歩行 「全面的な支援が必要」
移乗 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
移動 「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排尿 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」
排便 「部分的な支援が必要」「全面的な支援が必要」

従業者＊1 常勤換算方法で2.5人以上
資格要件 ①介護福祉士 ②介護福祉士実務者研修修了者 ③居宅介護職員初任者研修修了者 ④障害者居

宅介護従業者基礎研修修了者　⑤重度訪問介護・同行援護・行動援護従業者養成研修修了者　等
サービス提供
責任者＊2
（管理者が兼
務可能）

次の①～④のいずれかに該当するように配置（原則常勤，一部非常勤可）
①月間のサービス提供時間450時間当たり１人以上　②従業者の数が10人当たり１人以上　③利
用者の数が40人当たり１人以上（通院等乗降介助のみの利用者は0.1人で計算）　④常勤で３人以
上配置，かつ，サービス提供責任者の業務に主として従事するものを１人以上配置している場合
は，③にかかわらず利用者の数が50人当たり１人以上

資格要件 ①介護福祉士 ②介護福祉士実務者研修修了者 ③介護職員基礎研修修了者　④居宅介護従業者
養成研修修了者　⑤居宅介護職員初任者研修修了者で介護等の業務の実務経験３年以上　⑥介護
保険の指定訪問介護事業所等のサービス提供責任者の要件に該当する人

管理者 常勤専従（支障がなければ，事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所・施設等の職務に従事可）
＊1　居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護の事業を併せて行う場合，①従業者は一の居宅介護事業所等として置くべき員数，②サー
ビス提供責任者は合わせた事業規模に応じ１以上等，③管理者は兼務可能などの特例があります。
＊2　介護保険の指定訪問介護事業者等が，居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護を同一事業所で併せて行う場合は，指定居宅介
護等の基準を満たすとみなされます。このとき，サービス提供責任者の員数は，①訪問介護等と居宅介護等の合計利用者数に応じ必要
とされる員数以上，または②訪問介護等と指定居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上を配置します。なお，指定居
宅介護等と指定訪問介護等のサービス提供責任者は兼務することができます。

◆事業所の人員基準（概要）

　重度の肢体不自由者，重度の知的障害や精神障害により行動上著し
い困難を有する障害者であって，常時介護が必要な人に対して，比較
的長時間にわたり，①日常生活に生じる様々な介護の事態に対応する
ための見守り等の支援とともに，②入浴・排せつや食事等の身体介護，
③調理や洗濯等の家事援助，コミュニケーション支援や家電製品等の
操作等の援助，④外出時における移動中の介護が，総合的かつ断続的
に提供されるような支援をいいます。
●重度訪問介護の対象者
　障害支援区分４以上の障害者で，次の⑴または⑵のいずれかに該当
する人が対象です（障害児は対象となっていません）。
⑴重度の肢体不自由者：①二肢以上に麻痺等があり，②障害支援区分
の認定調査項目のうち，「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
「支援が不要」以外と認定されている人
⑵重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する障害
者：障害支援区分の認定調査項目のうち，行動関連項目等（12項目）
の合計点数が10点以上である人
●行動障害を有する人への重度訪問介護の提供
　上記の⑵重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有す
る障害者は，平成26年４月から重度訪問介護の対象に追加されていま
す。対象拡大後，行動障害を有する人に対する支援は，次のように実
施されています。
⑴相談支援事業者を中心とした連携体制がとられます。
⑵行動援護事業者等※2が一定期間，問題行動のアセスメントや居宅
内環境調整等を行いつつ，居宅介護等による支援を行います。
⑶サービス担当者会議等での連携により支援方法等の共有を進め，共
有された段階で，サービス等利用計画の変更を行います。そのうえ
で，計画に位置づけられた重度訪問介護等の提供が開始されます
（必要に応じて行動援護も継続して提供されます）。

2　重度訪問介護

※2 地域で行動援護事業者の
確保が困難な場合等は，発
達障害者支援センター・障
害福祉サービス事業者・施
設等の職員，臨床心理士な
どの専門家で行動障害に関
する専門知識や経験をもつ
人がアセスメント等を行う
ことができます。

従業者 常勤換算方法で2.5人以上
サービス提供
責任者
（管理者が兼
務可能）

次の①～③のいずれかに該当するように配置（原則常勤，一部非常勤可）
①月間のサービス提供時間1,000時間当たり１人以上
②従業者の数が20人当たり１人以上
③利用者の数が10人当たり１人以上

管理者 常勤専従（支障がなければ，事業所の他の職務や同一敷地内の他事業所・施設等の職務に従事可）
※従業者（員数と資格要件），サービス提供責任者の資格要件，管理者の規定は居宅介護事業所に準じています。

◆事業所の人員基準（概要）

告示・通知とも，今回改
正部分には下線を付し，
改正内容が明解に分かる
ように掲載単位数表告示とその解釈

通知を組み合わせて，必
要事項がまとめて確認で
きるように掲載

報酬算定や審査･支払
にかかる初任者の業務
知識習得の資料として
も最適です

報酬算定構造やサービス提
供実績記録票記載例等の必
携資料を２色刷りで掲載

報酬算定構造やサービス
提供実績記録票も掲載し
ています

制度の全体像から多様な
サービスの概要，支給決定，
請求･支払までを解説

障害福祉サービス
報酬の解釈
定価　本体4,800円＋税（税込5,280円）
Ｂ５判・1,632頁
ISBN978-4-7894-1735-8 C3036 ¥4800E

令和６年８月発刊 ･発売中

Ⅱ 費用算定基準（単位数表）

Ⅰ サービスと請求のしくみ

第２章 自立支援給付　第３節〈相談支援給付費等の支給〉１　障害者総合支援法

462 463

１　障害者総合支援法の全体像

◎障害者総合支援法は，障害者・障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営
むことができるよう制定されました。
◎地域社会での共生を実現していくため，障害福祉サービス，地域生活支援事業が提供されています。

　障害者総合支援法※１は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，
障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活・社会生活を営めるよう，必要な障害福祉サービスの給付，
地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことにより，障害者・
障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず相互に
人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄
与することを目的としています（法１条）。
　その支援は，次の基本理念にもとづき行われます（法１条の２）。

な要必で所場な近身のそり限な能可，が児害障・者害障のてべす⑴
支援を受けられることにより，社会参加の機会が確保されること

社域地，れさ保確が会機の択選のていつにかるす活生と誰でこど⑵
会において他の人々と共生することを妨げられないこと

会社なうよるなと壁障でえうむ営を活生てっとに児害障・者害障⑶
の事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資すること

　障害者総合支援法は，障害者・障害児（身体障害，知的障害，精神
障害，難病等対象者）をサービス・支援の対象とします（法４条）。障
害種別にかかわらず，共通の福祉サービスを共通の制度で提供します。

（
者
害
障

）
上
以
歳

⑴身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者
→一定の身体上の障害があり，身体障害者手帳の交付を受けている人
⑵知的障害者福祉法にいう知的障害者
→社会通念上知的障害と考えられる人（18歳未満は児童福祉法の対象
だが，15歳以上であれば児童相談所の判断により対象となる）

⑶精神保健福祉法第５条（統合失調症，精神作用物質による急性中毒・
依存症，知的障害，精神病質等の精神疾患がある人）に規定する精神
障害者（発達障害者支援法に規定する発達障害者を含み，知的障害者
福祉法にいう知的障害者を除く）※２
⑷難病等対象者（継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人）

児
害
障（

）
満
未
歳

⑸児童福祉法第４条第２項に規定する児童
①身体に障害のある児童
②知的障害のある児童
③精神に障害のある児童（発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む）
④上記⑷難病等対象者に該当する児童

1 障害者総合支援法の全体像

１　障害者総合支援法の目的と理念

２　対象となる障害者・障害児の範囲

◆身体障害者手帳の交付対象となる身体上の障害（身体障害者福祉法・別表→263頁）

※2 高次脳機能障害について
は，器質性精神障害として
精神障害に分類されるもの
であり，一定の証書類によ
り精神障害者であることが
確認された場合，給付の対
象となります（→30頁）。

※1 平成18年（2006年）4月
に「障害者が地域で暮らせ
る社会」を目的に施行され
た障害者自立支援法を改正
し，平成25年（2013年）4
月より施行された法律が障
害者総合支援法（障害者の
日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法
律）です。
　平成28年（2016年）に同
法の附則で規定された施行
後3年を目途とした見直し
が行われ，平成30年（2018
年）4月に改正施行されて
います。

のもるす続永，で害障覚視⑴ ①両眼の視力がそれぞれ0.1以下
②１眼の視力が0.02以下，他眼の視力が0.6以下
③両眼の視野がそれぞれ10度以内
④両眼による視野の２分の１以上が欠けている
※視力は万国式試視力表で測定（屈折異常がある場合は矯正視力について測定）

，で害障の能機衡平はたま覚聴⑵
永続するもの

①両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上
②１耳の聴力レベルが90デシベル以上，他耳の聴力レベルが50デシベル以上
③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
④平衡機能の著しい障害

くゃしそ，能機語言，能機声音⑶
機能の障害

①音声機能，言語機能，そしゃく機能の喪失
②音声機能，言語機能，そしゃく機能の著しい障害で，永続するもの

由自不体肢⑷ ①１上肢，１下肢または体幹の機能の著しい障害で，永続するもの
②１上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く，またはひとさし指を含めて１上肢
の２指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く
③１下肢をリスフラン関節以上で欠く
④両下肢のすべての指を欠く
⑤１上肢のおや指の機能の著しい障害，またはひとさし指を含めて１上肢の３
指以上の機能の著しい障害で，永続するもの
⑥上記のほか，その程度が①～⑤の障害の程度以上と認められるもの

不疫免トヒ，害障の能機の腸小，害障の能機の腸直はたまうこうぼ，害障の能機の器吸呼はたま臓んじ，臓心⑸
全ウイルスによる免疫の機能の障害，肝臓の機能の障害で，永続し，かつ，日常生活に著しい制限を受ける程
度であると認められるもの

◆障害者総合支援法の実施についての責務（法２条・３条）

市町村 ⑴ 障害者等が自立した生活を営むことができるよう，生活の実態を把握したうえで，公共職業安定所
その他の職業リハビリテーションを実施する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り
つつ，必要な自立支援給付・地域生活支援事業を総合的・計画的に行う
⑵ 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，相談に応じ，必要な調査と指導を行い，これら
に付随する業務を行う
⑶ 意思疎通に支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう必要な便宜を供与
虐待の防止とその早期発見のために関係機関と連絡調整を行う
その他権利の擁護のために必要な援助を行う

都道府県 ⑴ 市町村が行う自立支援給付・地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市町村に対する必
要な助言，情報の提供その他の援助を行う
⑵ 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給と地域生活支援事業を総合的に行う
⑶ 障害者・障害児に関する相談と指導のうち，専門的な知識と技術を必要とするものを行う
⑷ 市町村と協力して権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村が行う援助が適正かつ円
滑に行われるよう，市町村に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国 市町村・都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業等が適正かつ円滑に行われるよう，市町村・
都道府県に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国・地方
公共団体

障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サービス，相談
支援，地域生活支援事業の提供体制の確保に努める

国民 すべての国民は，その障害の有無にかかわらず，障害者等が自立した日常生活または社会生活を営め
るような地域社会の実現に協力するよう努める
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障害者総合支援法を中心とした障害者施策の全体像を一冊に
●障害福祉サービスにたずさわる方に，その基礎となっている障害者総合支援法と，障害者施策の基本を
定める障害者基本法，障害者の福祉・所得保障・雇用促進のための関連法を網羅して解説しています。
●障害者総合支援法については，法律の構成に応じて，とくに自立支援給付を法律・政省令・告示や通知
にもとづき確実に，また，審議会資料等を用いてわかりやすく解説しています。
●障害児への支援給付（児童福祉法）についても，自立支援給付との関係をふまえ，必要な情報を詳説しました。
●障害者福祉関連法については，障害者施策の根幹をなす障害者基本法・基本計画，身体障害者福祉法・
知的障害者福祉法における市町村の業務，精神保健福祉法・発達障害者支援法における都道府県（指定
都市）の業務を解説します。

●さらに，公的年金を中心とした所得保障，雇用促進法を軸に進められる職業安定についても，ご本人や
ご家族からの相談に対応していくための情報をまとめています。
●法令編では，本文で解説した各法について，法律と政令（施行令）・厚生労働省令（施行規則）を，内
容を対応させた2段表で構成し，法律上の根拠をわかりやすく示しています。

Ⅰ　障害者総合支援法の解説
第１　障害者総合支援法のしくみ
第２　自立支援給付
①自立支援給付の概要
②自立支援給付の支給申請等
③介護給付費・訓練等給付費等の支給決定等
④障害支援区分の認定
⑤介護給付・訓練等給付等の利用者負担
⑥地域相談支援給付費・計画相談支援給付費の支給
⑦自立支援医療費等の支給認定等と利用者負担
⑧補装具費の支給と利用者負担
第３　障害福祉サービスと相談支援
①サービス事業者・施設等の指定
②介護給付（居宅・日中活動・住まい）のサービス
③訓練等給付のサービス
④相談支援給付のサービス
⑤都道府県・市町村による指導監査
⑥障害福祉サービス等情報公表制度
第４　障害児への支援給付（児童福祉法）
①障害児への支援給付の概要
②居宅生活の支援に係る障害児への支援給付
③入所に係る障害児への支援給付
④障害児相談支援給付費の支給
第５　地域生活支援事業・地域生活支援促進事業
付　令和６年度障害福祉サービス等報酬改定

法令編（本法・施行令・施行規則の２段表構成）
⑴障害者総合支援法　　　　　⑵児童福祉法
⑶身体障害者福祉法　　　　　⑷知的障害者福祉法
⑸精神保健福祉法　　　　　　⑹障害者雇用促進法

Ⅱ　障害者福祉関連制度の解説
第１　障害種別に応じた福祉の増進
①身体障害者への福祉（身体障害者福祉法）
②知的障害者への福祉（知的障害者福祉法）
③精神障害者への福祉（精神保健福祉法）
④発達障害者への支援（発達障害者支援法）
■心神喪失者等医療観察法のしくみ
第２　障害者の雇用促進と職業安定
①障害者雇用促進法のしくみ
②障害者優先調達のしくみ

第３　障害年金・手当による所得保障
①公的年金制度による障害年金
②「特別児童手当等の支給に関する法律」による手当
■障害者扶養共済制度（しょうがい共済）
付　障害者施策と障害者基本法
①障害者基本法と障害者基本計画
②第５次障害者基本計画
③障害者差別解消法と基本方針
④障害者虐待防止法と市町村の取組み
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第２章 自立支援給付　第３節〈相談支援給付費等の支給〉１　障害者総合支援法

462 463

１　障害者総合支援法の全体像
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むことができるよう制定されました。
◎地域社会での共生を実現していくため，障害福祉サービス，地域生活支援事業が提供されています。

　障害者総合支援法※１は，障害者基本法の基本的な理念にのっとり，
障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活・社会生活を営めるよう，必要な障害福祉サービスの給付，
地域生活支援事業その他の支援を総合的に行うことにより，障害者・
障害児の福祉の増進を図るとともに，障害の有無にかかわらず相互に
人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄
与することを目的としています（法１条）。
　その支援は，次の基本理念にもとづき行われます（法１条の２）。

な要必で所場な近身のそり限な能可，が児害障・者害障のてべす⑴
支援を受けられることにより，社会参加の機会が確保されること

社域地，れさ保確が会機の択選のていつにかるす活生と誰でこど⑵
会において他の人々と共生することを妨げられないこと

会社なうよるなと壁障でえうむ営を活生てっとに児害障・者害障⑶
の事物，制度，慣行，観念その他一切のものの除去に資すること

　障害者総合支援法は，障害者・障害児（身体障害，知的障害，精神
障害，難病等対象者）をサービス・支援の対象とします（法４条）。障
害種別にかかわらず，共通の福祉サービスを共通の制度で提供します。

（
者
害
障

）
上
以
歳

⑴身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者
→一定の身体上の障害があり，身体障害者手帳の交付を受けている人
⑵知的障害者福祉法にいう知的障害者
→社会通念上知的障害と考えられる人（18歳未満は児童福祉法の対象
だが，15歳以上であれば児童相談所の判断により対象となる）

⑶精神保健福祉法第５条（統合失調症，精神作用物質による急性中毒・
依存症，知的障害，精神病質等の精神疾患がある人）に規定する精神
障害者（発達障害者支援法に規定する発達障害者を含み，知的障害者
福祉法にいう知的障害者を除く）※２
⑷難病等対象者（継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人）

児
害
障（

）
満
未
歳

⑸児童福祉法第４条第２項に規定する児童
①身体に障害のある児童
②知的障害のある児童
③精神に障害のある児童（発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む）
④上記⑷難病等対象者に該当する児童

1 障害者総合支援法の全体像

１　障害者総合支援法の目的と理念

２　対象となる障害者・障害児の範囲

◆身体障害者手帳の交付対象となる身体上の障害（身体障害者福祉法・別表→263頁）

※2 高次脳機能障害について
は，器質性精神障害として
精神障害に分類されるもの
であり，一定の証書類によ
り精神障害者であることが
確認された場合，給付の対
象となります（→30頁）。

※1 平成18年（2006年）4月
に「障害者が地域で暮らせ
る社会」を目的に施行され
た障害者自立支援法を改正
し，平成25年（2013年）4
月より施行された法律が障
害者総合支援法（障害者の
日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法
律）です。
　平成28年（2016年）に同
法の附則で規定された施行
後3年を目途とした見直し
が行われ，平成30年（2018
年）4月に改正施行されて
います。

のもるす続永，で害障覚視⑴ ①両眼の視力がそれぞれ0.1以下
②１眼の視力が0.02以下，他眼の視力が0.6以下
③両眼の視野がそれぞれ10度以内
④両眼による視野の２分の１以上が欠けている
※視力は万国式試視力表で測定（屈折異常がある場合は矯正視力について測定）

，で害障の能機衡平はたま覚聴⑵
永続するもの

①両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上
②１耳の聴力レベルが90デシベル以上，他耳の聴力レベルが50デシベル以上
③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下
④平衡機能の著しい障害

くゃしそ，能機語言，能機声音⑶
機能の障害

①音声機能，言語機能，そしゃく機能の喪失
②音声機能，言語機能，そしゃく機能の著しい障害で，永続するもの

由自不体肢⑷ ①１上肢，１下肢または体幹の機能の著しい障害で，永続するもの
②１上肢のおや指を指骨間関節以上で欠く，またはひとさし指を含めて１上肢
の２指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠く
③１下肢をリスフラン関節以上で欠く
④両下肢のすべての指を欠く
⑤１上肢のおや指の機能の著しい障害，またはひとさし指を含めて１上肢の３
指以上の機能の著しい障害で，永続するもの
⑥上記のほか，その程度が①～⑤の障害の程度以上と認められるもの

不疫免トヒ，害障の能機の腸小，害障の能機の腸直はたまうこうぼ，害障の能機の器吸呼はたま臓んじ，臓心⑸
全ウイルスによる免疫の機能の障害，肝臓の機能の障害で，永続し，かつ，日常生活に著しい制限を受ける程
度であると認められるもの

◆障害者総合支援法の実施についての責務（法２条・３条）

市町村 ⑴ 障害者等が自立した生活を営むことができるよう，生活の実態を把握したうえで，公共職業安定所
その他の職業リハビリテーションを実施する機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図り
つつ，必要な自立支援給付・地域生活支援事業を総合的・計画的に行う
⑵ 障害者等の福祉に関し，必要な情報の提供を行い，相談に応じ，必要な調査と指導を行い，これら
に付随する業務を行う
⑶ 意思疎通に支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用できるよう必要な便宜を供与
虐待の防止とその早期発見のために関係機関と連絡調整を行う
その他権利の擁護のために必要な援助を行う

都道府県 ⑴ 市町村が行う自立支援給付・地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう，市町村に対する必
要な助言，情報の提供その他の援助を行う
⑵ 市町村と連携を図りつつ，必要な自立支援医療費の支給と地域生活支援事業を総合的に行う
⑶ 障害者・障害児に関する相談と指導のうち，専門的な知識と技術を必要とするものを行う
⑷ 市町村と協力して権利の擁護のために必要な援助を行うとともに，市町村が行う援助が適正かつ円
滑に行われるよう，市町村に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う

国 市町村・都道府県が行う自立支援給付，地域生活支援事業等が適正かつ円滑に行われるよう，市町村・
都道府県に対し必要な助言，情報の提供その他の援助を行う
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障害者福祉ガイド

定価　本体4,200円＋税（税込4,620円）
Ｂ５判・776頁
ISBN978-4-7894-0612-3 C3036 ¥4200E

商品No.160562

令和6年度版

障害者総合支援法の解説

令和６年10月発刊 ･発売中
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BCPの策定と継続的な見直しをめざすすべての施設・事業者の方へ
●全サービス事業所・施設の運営基準に規定された，BCPの策定や研修・訓練の実施などが，令和６年度か
ら全面実施となり，令和７年度からは、業務継続計画等未策定減算が適用されるようになります。

●本書は，厚生労働省ガイドラインの策定等に関する検討委員会で委員長を務めた著者が，訪問・通所・施設
サービス等におけるBCP策定の重要性と基本的な策定の流れを示し，有事における機能確保をめざします。

●コンプライアンスの徹底のみならず，なにより，常に起こりうる事態に対応するための必携のガイドです。

介護施設・事業所のための

ＢＣＰ策定・見直しガイド
定価　本体3,400円＋税（税込3,740円）
Ｂ５判・464頁
ISBN978-4-7894-7055-1 C2034 ¥3400E

商品No.700550

本田 茂樹（ミネルヴァベリタス株式会社 顧問）著

患者や入所者の食事や服薬の状況から，最適な剤形を選択するアルゴリズムを開発
●令和２～３年度厚生労働科学研究費補助金（長寿科学政策研究事業）の助成を受け，「嚥下機能低下に伴う
服薬困難に対応するためのアルゴリズム等作成のための研究」を実施した編著者らによる書き下ろしです。
●食事摂取や服薬の状況を選び，嚥下能力に応じた剤形を明確にし，患者や入所者にとって最適な剤形を選
択できるアルゴリズムの活用方法をわかりやすく解説しています。
●嚥下専門医・スタッフのいない施設では，嚥下機能低下の人に対して介護者が迷わずに服薬介助ができる
ようになることで介助の手間を軽減し，介助される側にとっても安全に服薬できることが期待できます。
●本書では，服薬に関する現状と問題点，摂食嚥下障害のサインやその原因，摂食嚥下機能に応じた食形
態，機能の維持・向上の方法，多職種連携による摂食嚥下支援の取り組み等についても解説しています。

介護施設・在宅医療のための

食事状況から導く、薬の飲み方ガイド
定価　本体2,800円＋税（税込3,080円）
A4判・246頁
ISBN978-4-7894-7045-2 C3047 ¥2800E

商品No.700300

倉田 なおみ（昭和大学薬学部客員教授）  編著令和５年４月発刊・発売中 令和５年５月発刊・発売中

［著者プロフィール］

本田　茂樹
●ミネルヴァベリタス株式会社　顧問
●公益社団法人　全国老人保健施設協会　管理運営委員会　委員
●厚生労働省「介護サービス類型に応じた業務継続計画（BCP）作成支援業務一式」検討委員会委員長　など

現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社，その後，MS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て，現在に至る。リスク
マネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング，執筆活動を続ける一方で，全国での講演活動も行っている。

　介護保険サービスは、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準（指定基準）を満
たすものとして、指定（介護老人保健施設と介護医療院については開設許可）を受けた施
設・事業所が提供します。
　この指定基準においては、「業務継続計画の策定等」が義務づけられています（令和３
年度介護報酬改定より。令和６年度末までの経過措置あり）。すべての介護サービス事
業所において、業務継続計画（BCP）を策定する必要があります。
　その一方で、BCPをこれからはじめて策定しようとする事業所などからは、「BCPと
いう言葉を初めて聞いた」、「BCPを策定しようと思うが、どこから手をつけて良いかわ
からない」という声も聞こえてきます。
　ここでは、まずBCPとは何か、ということを確認しておきましょう。

⑴

　BCPとは、「Business Continuity Plan」の略称であり、次のとおり定義されています。

　大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン（供
給網）の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な業務を中断
させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順
等を示した計画のことを業務継続計画等を示した計画のことを業務継続計画（注1）（Business Continuity Plan BCP）と呼ぶ。（Business Continuity Plan、BCP）と呼ぶ。

成作者筆にともを」）当担災防・府閣内（）月４年３和令（応対と略戦のめたるえ越り乗を象事的機危るゆらあ-ンイラドイガ続継業事「※

　BCPを理解するため、まず、２つのポイントを押さえていきます。すなわち、①対象
然災害や感染症に限定されないこと、そして、②「事前の準備」と「事後の対応」

BCPとは何か１.

１. BCPとは何か
、そ 発 が懸念さ

生した場合、その後に的確な「事後の対応」を行うためのものですが、それだけではあ
りません。
　BCPは、平常時から運用し、「事前の準備」を行うことで、介護サービスを中断させ
ないこともめざしています。
　つまり、介護施設・事業所におけるBCPでは、次の二段構えで考えることが求められ
ます。（図１）
１）介護サービスを中断させない
　まず、自然災害の発生や感染症の流行に見舞われた場合でも、介護サービスを中断さ
せないことが重要です。そして、介護サービスを中断させないためには、サービス提供
に必要な経営資源を守ることが求められます。
　介護サービスの提供に必要な経営資源には、次の３つが考えられます。

介護サービスの提供
に必要な経営資源

● 職員
●建物や設備
●電気・ガス・水道などのライフライン

図１　BCPは二段構えで考える

重要な業務を中断させないために

経営資源を守る

中断しても
可能な限り短い時間で復旧させるために

経営資源が足りない場合は代替する
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1 食事を、口からとっているか、管から投与しているか

食事状況から薬の飲み方を導くには、まずは栄養摂取の方法を確認する必要がある。口から摂

取しているか、チューブから投与しているか、またはその両方の場合もある。チューブから摂取

する場合、介護施設においては栄養摂取で経鼻胃管を使用しているケースは少ないため、本章で

は「胃瘻」と表記する。経鼻胃管や腸瘻を使用しているケースは「胃瘻」に置き換えて参照された

い。

● 図表1　摂食嚥下機能低下時の服薬に関するアルゴリズム ●

胃瘻・経鼻胃管＋経口

胃瘻・経鼻胃管経口摂取

粉砕法錠剤（カプセル剤）が水で服用できる

資料③
「胃瘻・経鼻胃管から

資料④
「簡易懸濁法の適否水で服用 ※1

yes no

外用薬

薬は胃瘻・経鼻胃管薬は経口投与

食事の摂取状況

簡易懸濁法

介護施設・在宅医療のための「食事状況から導く、薬の飲み方ガイド」

摂食嚥下機能低下時の
投与方法選択の

アルゴリズムの使い方
第1節

東病院における嚥下調整食の食数は１回20食程度であり、物性の異なる嚥下調整食の主食と副

食の調理を１人の調理員がすべての工程を担当する。すべての食品を手作りすることは、手間と

時間がかかるため、副食は既製品を導入している（図表10、11）。

● 図表9　嚥下調整食の調理作業工程（インゲン、コード3調理過程）●

ミキサーで
滑らかにな
るまで粉砕

ボウルに移し
計量する

適量のゲル化剤を添加
よく混ぜる

フライパンに移し加熱

1 2 3 4

5

67
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本書の構成
■Ⅰ　介護施設・事業所におけるBCPの基礎知識　 １．BCPとは何か／２．介護保険制度におけるBCPの位置づけ

■Ⅱ　BCP策定・見直しの要諦～自然災害編～　 

■Ⅲ　BCP策定・見直しの要諦～感染症編～　 １．感染症BCPの考え方／２．感染症BCPと自然災害BCPの違い／
３．BCP策定に当たっての特措法の留意点／４．BCPの策定

■Ⅳ　実効性の高いBCPをめざして～BCPを育てる～　 １．経営戦略としてのBCP／２．サービス固有の事項／
３．BCPの実効性を高める取り組み／４．BCPに関するQ&A

■Ⅴ　参考資料 V-1．自然災害等関連参考資料／V-2．感染症関連参考資料 

その他，内容の理解を深めるコラムを本文随所に掲載
掲載コラム例：基準省令と解釈通知／災害対策基本法からみた防災計画の位置づけ／法人・事業者・事業所等の整理／
　　　　　　　気象庁震度階級でみるゆれの影響／介護におけるICTの活用と個人情報保護に関する文書　など

１．防災計画とBCP／２．BCP策定の基本／３．BCPの策定／
４．研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

本書の構成
■第１章　 食事状況から導く薬の剤形
　　　　（アルゴリズム）

■第２章　 薬から見た，摂食嚥下障害への
　　　　 対応の問題点

■第３章　服薬に関する現状と問題点

■第４章　摂食嚥下障害のサイン

■第５章　食べる・飲むの基本を理解する

■第６章　摂食嚥下機能に応じた食形態

■第７章　機能維持向上をめざして

■第８章　連携

摂食嚥下機能低下時の投与方法選択のアルゴリズムの使い方／食事状況に合わせた最適
な剤形（経口投与の場合）／食事状況に合わせた最適な剤形選択（経管投与の場合）－簡
易懸濁法について―／アルゴリズムをどのように使うか 各職種の対応

薬は芸術品！ 薬の知らない知識／錠剤をつぶすことにより起こる問題点／薬の効果に
関する留意点・問題点

高齢者施設における服薬の現状／横須賀エリアの摂食嚥下障害時の服薬状況調査／摂食
嚥下障害時の服薬の現状と問題点／口腔内への薬の残留／口腔内残留に関する調査報告

食事介助で気づく摂食嚥下障害時のサイン／医師が気づく摂食嚥下障害のサイン／歯科
医師が気づく摂食嚥下障害のサイン

摂食嚥下障害の病態と原因／口腔状況から見た摂食嚥下障害の原因／摂食嚥下障害の評
価／摂食嚥下障害と合併症

嚥下調整食／半固形化製剤の投与法／食形態と介助方法

嚥下訓練／口腔ケア

連携シート／多職種の連携／病院・介護施設での摂食嚥下チームの活動

注釈・引用のほか，必要に応じて
制度の解説コラムを掲載 図表を活用し，わかり

やすさを徹底
食事の摂取状況に応じて，剤形の選択や薬の服用方法を
選択できるアルゴリズムの使用法を，わかりやすく解説

摂食嚥下機能に応じた食形態，嚥下
訓練，口腔ケアの具体的方法などは，
豊富な写真・図表を活用して紹介

ら投

まず

いるか

取で経

を使

嚥下
与
ゴ
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りません。
　BCPは、平常時から運用し、「事前の準備」を行うことで、介護サービスを中断させ
ないこともめざしています。
　つまり、介護施設・事業所におけるBCPでは、次の二段構えで考えることが求められ
ます。（図１）
１）介護サービスを中断させない
　まず、自然災害の発生や感染症の流行に見舞われた場合でも、介護サービスを中断さ
せないことが重要です。そして、介護サービスを中断させないためには、サービス提供
に必要な経営資源を守ることが求められます。
　介護サービスの提供に必要な経営資源には、次の３つが考えられます。

介護サービスの提供
に必要な経営資源

● 職員
●建物や設備
●電気・ガス・水道などのライフライン

図１　BCPは二段構えで考える

重要な業務を中断させないために

経営資源を守る

中断しても
可能な限り短い時間で復旧させるために

経営資源が足りない場合は代替する
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1 食事を、口からとっているか、管から投与しているか

食事状況から薬の飲み方を導くには、まずは栄養摂取の方法を確認する必要がある。口から摂

取しているか、チューブから投与しているか、またはその両方の場合もある。チューブから摂取

する場合、介護施設においては栄養摂取で経鼻胃管を使用しているケースは少ないため、本章で

は「胃瘻」と表記する。経鼻胃管や腸瘻を使用しているケースは「胃瘻」に置き換えて参照された

い。

● 図表1　摂食嚥下機能低下時の服薬に関するアルゴリズム ●

胃瘻・経鼻胃管＋経口

胃瘻・経鼻胃管経口摂取

粉砕法錠剤（カプセル剤）が水で服用できる

資料③
「胃瘻・経鼻胃管から

資料④
「簡易懸濁法の適否水で服用 ※1

yes no

外用薬

薬は胃瘻・経鼻胃管薬は経口投与

食事の摂取状況

簡易懸濁法

介護施設・在宅医療のための「食事状況から導く、薬の飲み方ガイド」

摂食嚥下機能低下時の
投与方法選択の

アルゴリズムの使い方
第1節

東病院における嚥下調整食の食数は１回20食程度であり、物性の異なる嚥下調整食の主食と副

食の調理を１人の調理員がすべての工程を担当する。すべての食品を手作りすることは、手間と

時間がかかるため、副食は既製品を導入している（図表10、11）。

● 図表9　嚥下調整食の調理作業工程（インゲン、コード3調理過程）●

ミキサーで
滑らかにな
るまで粉砕

ボウルに移し
計量する

適量のゲル化剤を添加
よく混ぜる

フライパンに移し加熱

1 2 3 4

5

67
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本書の構成
■Ⅰ　介護施設・事業所におけるBCPの基礎知識　 １．BCPとは何か／２．介護保険制度におけるBCPの位置づけ

■Ⅱ　BCP策定・見直しの要諦～自然災害編～　 

■Ⅲ　BCP策定・見直しの要諦～感染症編～　 １．感染症BCPの考え方／２．感染症BCPと自然災害BCPの違い／
３．BCP策定に当たっての特措法の留意点／４．BCPの策定

■Ⅳ　実効性の高いBCPをめざして～BCPを育てる～　 １．経営戦略としてのBCP／２．サービス固有の事項／
３．BCPの実効性を高める取り組み／４．BCPに関するQ&A

■Ⅴ　参考資料 V-1．自然災害等関連参考資料／V-2．感染症関連参考資料 

その他，内容の理解を深めるコラムを本文随所に掲載
掲載コラム例：基準省令と解釈通知／災害対策基本法からみた防災計画の位置づけ／法人・事業者・事業所等の整理／
　　　　　　　気象庁震度階級でみるゆれの影響／介護におけるICTの活用と個人情報保護に関する文書　など

１．防災計画とBCP／２．BCP策定の基本／３．BCPの策定／
４．研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し

本書の構成
■第１章　 食事状況から導く薬の剤形
　　　　（アルゴリズム）

■第２章　 薬から見た，摂食嚥下障害への
　　　　 対応の問題点

■第３章　服薬に関する現状と問題点

■第４章　摂食嚥下障害のサイン

■第５章　食べる・飲むの基本を理解する

■第６章　摂食嚥下機能に応じた食形態

■第７章　機能維持向上をめざして

■第８章　連携

摂食嚥下機能低下時の投与方法選択のアルゴリズムの使い方／食事状況に合わせた最適
な剤形（経口投与の場合）／食事状況に合わせた最適な剤形選択（経管投与の場合）－簡
易懸濁法について―／アルゴリズムをどのように使うか 各職種の対応

薬は芸術品！ 薬の知らない知識／錠剤をつぶすことにより起こる問題点／薬の効果に
関する留意点・問題点

高齢者施設における服薬の現状／横須賀エリアの摂食嚥下障害時の服薬状況調査／摂食
嚥下障害時の服薬の現状と問題点／口腔内への薬の残留／口腔内残留に関する調査報告

食事介助で気づく摂食嚥下障害時のサイン／医師が気づく摂食嚥下障害のサイン／歯科
医師が気づく摂食嚥下障害のサイン

摂食嚥下障害の病態と原因／口腔状況から見た摂食嚥下障害の原因／摂食嚥下障害の評
価／摂食嚥下障害と合併症

嚥下調整食／半固形化製剤の投与法／食形態と介助方法

嚥下訓練／口腔ケア

連携シート／多職種の連携／病院・介護施設での摂食嚥下チームの活動

注釈・引用のほか，必要に応じて
制度の解説コラムを掲載 図表を活用し，わかり

やすさを徹底
食事の摂取状況に応じて，剤形の選択や薬の服用方法を
選択できるアルゴリズムの使用法を，わかりやすく解説

摂食嚥下機能に応じた食形態，嚥下
訓練，口腔ケアの具体的方法などは，
豊富な写真・図表を活用して紹介

ら投

まず

いるか

取で経

を使
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令和5年10月・令和６年4月改正対応版 令和５年８月発刊・発売中

●平成27（2015）年からスタートした新しい難病対策の医療（難病法の医療，児童福祉法の小児慢性特定
疾病医療支援）と軌を一にして発刊された「公費医療・難病医療ガイド」は，好評のうちに版を重ね，対象
疾病の拡大や制度の見直しに対応してきました。
●本書は，小児を含む難病医療制度のほか，障害者総合支援法にもとづく自立支援医療などについて，基本
的な事項や，医療保険や介護保険との関係など，必要な情報を実務的な視点から整理・解説しています。

●令和4年12月に公布された改正法により，令和5年10月から，難病法や児童福祉法にもとづく医療費助成
について，助成開始の時期が申請日から重症化診断日へと前倒しされることとなり，患者に対する適切な
医療の充実が図られることになりました。あわせて，療養生活の支援も強化されることになりました。
●これらに対応するため，また，前版（令和元年版）発刊後の対象疾病の拡大（令和3年11月）や，税制改正，
地方分権改革，民法改正（成人到達年齢の引下げ）等に対応するため，このたび改訂版を発刊することに
いたしました。さらに令和6年4月に実施予定の改正項目（対象疾病のさらなる拡大，「登録者証」の発行
開始，データベースに関する規定の整備等）についても，できるだけ直近の資料を盛り込みました。
●さらに追補(上記QRコードのリンク先からPDFをダウンロードできます)を作成し，令和７年４月の改正
(対象疾患の拡大，マイナンバー関連の法令改正等)にも対応しています。

公費医療を保険との関係をふまえ解説
新しい難病医療に完全対応！

Ⅴ　⑴ 指定難病一覧

神経・筋疾患
番号 疾病名 患者数 備考

1 球脊髄性筋萎縮症 1,508 特定疾患

2 筋萎縮性側索硬化症 9,894 特定疾患

3 脊髄性筋萎縮症 884 特定疾患

4 原発性側索硬化症 175

5 進行性核上性麻痺 11,615 特定疾患

6 パーキンソン病 135,152 特定疾患

7 大脳皮質基底核変性症 4,435 特定疾患

8 ハンチントン病 911 特定疾患

9 神経有棘赤血球症 100未満

シャルコー・マリー・トゥース病 659

重症筋無力症 23,973 特定疾患

先天性筋無力症候群 100未満

多発性硬化症／視神経脊髄炎 19,978 特定疾患

慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー 

4,617 特定疾患

封入体筋炎 1,000

クロウ・深瀬症候群 187

多系統萎縮症 11,733 特定疾患

脊髄小脳変性症
（多系統萎縮症を除く。）

25,447 特定疾患

もやもや病 12,686 特定疾患

プリオン病＊ 584 特定疾患

亜急性硬化性全脳炎 約100 特定疾患

進行性多巣性白質脳症 100未満

HTLV-1関連脊髄症 3,000

特発性基底核石灰化症 100未満

ウルリッヒ病 約300

遠位型ミオパチー 269

ベスレムミオパチー 100未満

自己貪食空胞性ミオパチー 100未満

シ ワルツ・ヤンペル症候群 100未満

皮膚・結合組織疾患
番号 疾病名 患者数 備考

神経線維腫症 3,961 特定疾患

天疱瘡 約6,000 特定疾患

表皮水疱症 347 特定疾患

膿疱性乾癬（汎発型） 2,072 特定疾患

スティーヴンス・ジョンソン症候群 約1,500 特定疾患

中毒性表皮壊死症 約200 特定疾患

全身性強皮症 26,728 特定疾患

免疫系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

高安動脈炎 4,463 特定疾患

巨細胞性動脈炎 1,269

結節性多発動脈炎 2,273 特定疾患

顕微鏡的多発血管炎 9,486 特定疾患

多発血管炎性肉芽腫症 2,879 特定疾患

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 4,207

悪性関節リウマチ 5,246 特定疾患

バージャー病 2,259 特定疾患

原発性抗リン脂質抗体症候群 636

全身性エリテマトーデス 61,835 特定疾患

皮膚筋炎／多発性筋炎 23,168 特定疾患

混合性結合組織病 9,835 特定疾患

シェーグレン症候群 16,022

成人スチル病 
（R6.4から成人発症スチル病）

3,446

再発性多発軟骨炎 約500

ベーチェット病 14,736 特定疾患

クリオピリン関連周期熱症候群 約100

若年性特発性関節炎
（H30.3まで全身型若年性特発性関節炎）

617

TNF受容体関連周期性症候群 100未満

ブラウ症候群 100未満

⑴難病一覧 指定難病一覧
❶平成27年（2015年）１月実施分（番号１～110）
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対象疾病（平成27年１月実施分）

血液系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

再生不良性貧血 7,593 特定疾患

自己免疫性溶血性貧血 1,013

発作性夜間ヘモグロビン尿症 約844

特発性血小板減少性紫斑病 24,956 特定疾患

血栓性血小板減少性紫斑病 約500

原発性免疫不全症候群 1,383 特定疾患

腎・泌尿器系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

IgＡ腎症 10,074

多発性嚢胞腎 約31,000

非典型溶血性尿毒症症候群 100未満

骨・関節系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

黄色靱帯骨化症 2,360 特定疾患

後縦靱帯骨化症 33,346 特定疾患

広範脊柱管狭窄症 5,944 特定疾患

特発性大腿骨頭壊死症 17,619 特定疾患

内分泌系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

下垂体性ADH分泌異常症 特定疾患

下垂体性TSH分泌亢進症 特定疾患

下垂体性PRL分泌亢進症 特定疾患

クッシング病 28,100 特定疾患

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 特定疾患

下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 特定疾患

下垂体前葉機能低下症 特定疾患

甲状腺ホルモン不応症 100未満

先天性副腎皮質酵素欠損症 804

先天性副腎低形成症 100未満

アジソン病 約1,000

呼吸器系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

サルコイドーシス 14,950 特定疾患

特発性間質性肺炎 15,301 特定疾患

肺動脈性肺高血圧症 3,934 特定疾患

肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 約100

慢性血栓塞栓性肺高血圧症 1,810 特定疾患

リンパ脈管筋腫症 689 特定疾患

視覚系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

網膜色素変性症 27,158 特定疾患

消化器系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

バッド・キアリ症候群 208 特定疾患

特発性門脈圧亢進症 288

原発性胆汁性胆管炎 17,390 特定疾患

原発性硬化性胆管炎 892

自己免疫性肝炎 5,880

クローン病 44,245 特定疾患

潰瘍性大腸炎 126,603 特定疾患

好酸球性消化管疾患 830

慢性特発性偽性腸閉塞症 1,400

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全
症 

100未満

腸管神経節細胞僅少症 100未満

染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
番号 疾病名 患者数 備考

ルビンシュタイン・テイビ症候群 約200

CFC症候群 100未満

コステロ症候群 100未満

チャージ症候群 100未満

＊「23 プリオン病」のうち「ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病」は除く（特定疾患治療研究事業の対象疾患）。
備考に「特定疾患」と記載のあるものは，改正前（平成26年（2014年）12月31日まで）の特定疾患治療研究事業の医療費助成の対象疾患
（■の数字は改正前の特定疾患治療研究事業の番号）

●平成27年（2015年）１月からの特定疾患治療研究事業の対象疾患（５疾患）
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Ⅴ ⑴ 指定難病一覧

神経・筋疾患
番号 疾病名 患者数 備考

1 球脊髄性筋萎縮症 1,508 特定疾患

2 筋萎縮性側索硬化症 9,894 特定疾患

3 脊髄性筋萎縮症 884 特定疾患

4 原発性側索硬化症 175

5 進行性核上性麻痺 11,615 特定疾患

6 パーキンソン病 135,152 特定疾患

7 大脳皮質基底核変性症 4,435 特定疾患

8 ハンチントン病 911 特定疾患

9 神経有棘赤血球症 100未満

シャルコー・マリー・トゥース病 659

重症筋無力症 23,973 特定疾患

先天性筋無力症候群 100未満

多発性硬化症／視神経脊髄炎 19,978 特定疾患

慢性炎症性脱髄性多発神経炎／
多巣性運動ニューロパチー

4,617 特定疾患

封入体筋炎 1,000

クロウ・深瀬症候群 187

多系統萎縮症 11,733 特定疾患

脊髄小脳変性症
（多系統萎縮症を除く。）

25,447 特定疾患

もやもや病 12,686 特定疾患

プリオン病＊ 584 特定疾患

亜急性硬化性全脳炎 約100 特定疾患

進行性多巣性白質脳症 100未満

HTLV-1関連脊髄症 3,000

特発性基底核石灰化症 100未満

ウルリッヒ病 約300

遠位型ミオパチー 269

ベスレムミオパチー 100未満

貪食空胞性ミオパチー 100未満

症候群 100

皮膚・結合組織疾患
番号 疾病名 患者数 備考

神経線維腫症 3,961 特定疾患

天疱瘡 約6,000 特定疾患

表皮水疱症 347 特定疾患

膿疱性乾癬（汎発型） 2,072 特定疾患

スティーヴンス・ジョンソン症候群 約1,500 特定疾患

中毒性表皮壊死症 約200 特定疾患

全身性強皮症 26,728 特定疾患

免疫系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

高安動脈炎 4,463 特定疾患

巨細胞性動脈炎 1,269

結節性多発動脈炎 2,273 特定疾患

顕微鏡的多発血管炎 9,486 特定疾患

多発血管炎性肉芽腫症 2,879 特定疾患

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 4,207

悪性関節リウマチ 5,246 特定疾患

バージャー病 2,259 特定疾患

原発性抗リン脂質抗体症候群 636

全身性エリテマトーデス 61,835 特定疾患

皮膚筋炎／多発性筋炎 23,168 特定疾患

混合性結合組織病 9,835 特定疾患

シェーグレン症候群 16,022

成人スチル病
（R6.4から成人発症スチル病）

3,446

再発性多発軟骨炎 約500

ベーチェット病 14,736 特定疾患

クリオピリン関連周期熱症候群 約100

若年性特発性関節炎
（H30.3まで全身型若年性特発性関節炎）

617

性症候群 100未満

未満

⑴難病一覧 指定難病一覧
❶平成27年（2015年）１月実施分（番号１～110）

対象疾病（平成27年１月実施分）

血液系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

再生不良性貧血 7,593 特定疾患

自己免疫性溶血性貧血 1,013

発作性夜間ヘモグロビン尿症 約844

特発性血小板減少性紫斑病 24,956 特定疾患

血栓性血小板減少性紫斑病 約500

原発性免疫不全症候群 1,383 特定疾患

腎・泌尿器系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

IgＡ腎症 10,074

多発性嚢胞腎 約31,000

非典型溶血性尿毒症症候群 100未満

骨・関節系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

黄色靱帯骨化症 2,360 特定疾患

後縦靱帯骨化症 33,346 特定疾患

広範脊柱管狭窄症 5,944 特定疾患

特発性大腿骨頭壊死症 17,619 特定疾患

内分泌系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

下垂体性ADH分泌異常症 特定疾患

下垂体性TSH分泌亢進症 特定疾患

下垂体性PRL分泌亢進症 特定疾患

クッシング病 28,100 特定疾患

下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 特定疾患

下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 特定疾患

下垂体前葉機能低下症 特定疾患

甲状腺ホルモン不応症 100未満

先天性副腎皮質酵素欠損症 804

先天性副腎低形成症 100未満

アジソン病 約1,000

呼吸器系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

サルコイドーシス 14,950 特定疾患

特発性間質性肺炎 15,301 特定疾患

肺動脈性肺高血圧症 3,934 特定疾患

肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 約100

慢性血栓塞栓性肺高血圧症 1,810 特定疾患

リンパ脈管筋腫症 689 特定疾患

視覚系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

網膜色素変性症 27,158 特定疾患

消化器系疾患
番号 疾病名 患者数 備考

バッド・キアリ症候群 208 特定疾患

特発性門脈圧亢進症 288

原発性胆汁性胆管炎 17,390 特定疾患

原発性硬化性胆管炎 892

自己免疫性肝炎 5,880

クローン病 44,245 特定疾患

潰瘍性大腸炎 126,603 特定疾患

好酸球性消化管疾患 830

慢性特発性偽性腸閉塞症 1,400

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全
症 

100未満

腸管神経節細胞僅少症 100未満

染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
番号 疾病名 患者数 備考

ルビンシュタイン・テイビ症候群 約200

CFC症候群 100未満

コステロ症候群 100未満

チャージ症候群 100未満

＊「23 プリオン病」のうち「ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病」は除く（特定疾患治療研究事業の対象疾患）。
備考に「特定疾患」と記載のあるものは，改正前（平成26年（2014年）12月31日まで）の特定疾患治療研究事業の医療費助成の対象疾患
（■の数字は改正前の特定疾患治療研究事業の番号）

月からの特定疾患治療研究事業

Ⅴ　⑶ 児童福祉法

（小児慢性特定疾病医療支援関連部分）

第１節　定義　〔抄〕

【小児慢性特定疾病，小児慢性特定疾病医療支援】
第６条の２　この法律で，小児慢性特定疾病とは，児
童又は児童以外の満20歳に満たない者（以下「児童
等」という。）が当該疾病にかかっていることによ
り，長期にわたり療養を必要とし，及びその生命に
危険が及ぶおそれがあるものであって，療養のため
に多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社
会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。

② この法律で，小児慢性特定疾病児童等とは，次に
掲げる者をいう。
一 都道府県知事が指定する医療機関（以下「指定
小児慢性特定疾病医療機関」という。）に通い，
又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児
童（以下「小児慢性特定疾病児童」という。）

二 指定小児慢性特定疾病医療機関に通い，又は入
院する小児慢性特定疾病にかかっている児童以外
の満20歳に満たない者（政令で定めるものに限
る。以下「成年患者」という。）

③　この法律で，小児慢性特定疾病医療支援とは，小
児慢性特定疾病児童等であって，当該疾病の状態が
当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保
障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対
し行われる医療（当該小児慢性特定疾病に係るもの
に限る。）をいう。

○児童福祉法第６条の２第１項の規定に基づき厚生労
働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第３項の
規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働
大臣が定める疾病の状態の程度（平成17年厚生労働
省告示第23号）（全部改正；平成26年12月18日 厚生
労働省告示第475号）（最終改正；令和４年３月29
日 厚生労働省告示第102号）〔未掲載→300頁参照〕

第１章　総則　〔抄〕

第１節　療育の指導，小児慢性特定疾病医療費
の支給等

第１款 療育の指導 〔略〕

第２章　福祉の保障　〔抄〕

【法第６条の２第２項第二号の政令で定める児童等】
令第１条　児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下
「法」という。）第６条の２第２項第二号の政令で定
める者は，同項第一号に規定する指定小児慢性特定
疾病医療機関に通い，又は入院する小児慢性特定
疾病（同条第１項に規定する小児慢性特定疾病を
いう。第22条第１項第二号ロにおいて同じ。）にか
かっている児童以外の満20歳に満たない者であっ
て，満18歳に達する日前から引き続き指定小児慢性
特定疾病医療支援（法第19条の２第１項に規定する
指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第22条第１
項において同じ。）を受けているものとする。
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定義／小児慢性特定疾病医療費の支給

て，指定小児慢性特定疾病医療機関（同条第５項の
規定により定められたものに限る。）から当該医療
費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援（以下
「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。）を受け
たときは，厚生労働省令で定めるところにより，当
該小児慢性特定疾病児童に係る同条第７項に規定す
る医療費支給認定保護者（次項において「医療費支
給認定保護者」という。）又は当該医療費支給認定
患者に対し，当該指定小児慢性特定疾病医療支援に
要した費用について，小児慢性特定疾病医療費を支
給する。

②　小児慢性特定疾病医療費の額は，１月につき，次
に掲げる額の合算額とする。
一　同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支
援（食事療養（健康保険法（大正11年法律第70
号）第63条第２項第一号に規定する食事療養をい
う。次号，第21条の５の29第２項及び第24条の20
第２項において同じ。）を除く。）につき健康保険
の療養に要する費用の額の算定方法の例により算
定した額から，当該医療費支給認定保護者又は当
該医療費支給認定患者の家計の負担能力，当該医
療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治
療の状況又は身体の状態，当該医療費支給認定保
護者又は当該医療費支給認定患者と同一の世帯に
属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾
病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する
法律（平成26年法律第50号）第７条第１項に規定
する支給認定を受けた指定難病（同法第５条第１

小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。）が指
定小児慢性特定疾病医療機関（同項第一号に規定す
る指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同
じ。）から指定小児慢性特定疾病医療支援（法第19
条の２第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療
支援をいう。以下同じ。）を受けたときは，法第19
条の３第10項の規定により当該小児慢性特定疾病児
童（法第６条の２第２項第一号に規定する小児慢性
特定疾病児童をいう。以下同じ。）に係る医療費支
給認定保護者（法第19条の３第７項に規定する医療
費支給認定保護者をいう。以下同じ。）又は医療費
支給認定患者（法第19条の２第１項に規定する医療
費支給認定患者をいう。以下同じ。）に支給すべき
小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾
病医療機関に対して支払うものとする。

③　都道府県は，医療費支給認定に係る小児慢性特定
疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法
第19条の３第５項の規定に基づき当該小児慢性特定
疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援（法第６条
の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援を
いう。以下同じ。）を受けるものとして定められた
指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支
援を受けた場合において，その必要があると認める
ときは，前項の規定にかかわらず，当該小児慢性特
定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医
療費支給認定に係る医療費支給認定患者に，支給す
べき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができ
る。
【小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額】
令第22条　法第19条の２第２項第一号の政令で定め
る額（次項において「小児慢性特定疾病医療支援
負担上限月額」という。）は，次の各号に掲げる医
療費支給認定保護者（法第19条の３第７項に規定す
る医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び
第22条の３において同じ。）又は医療費支給認定患
者（法第19条の２第１項に規定する医療費支給認定
患者をいう。以下この条及び第22条の３において同
じ。）の区分に応じ，当該各号に定める額とする。
一　次号から第七号までに掲げる者以外の者　
15,000円
二　次のイ又はロに掲げる者（次号から第七号まで
に掲げる者を除く。）　10,000円
イ　医療費支給認定（法第19条の３第３項に規定
する医療費支給認定をいう。以下この条におい
て同じ ）に係る小児慢性特定疾病児童等（法
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Ⅴ ⑶ 児童福祉法

（小児慢性特定疾病医療支援関連部分）

第１節　定義 〔抄〕

【小児慢性特定疾病，小児慢性特定疾病医療支援】
第６条の２　この法律で，小児慢性特定疾病とは，児
童又は児童以外の満20歳に満たない者（以下「児童
等」という。）が当該疾病にかかっていることによ
り，長期にわたり療養を必要とし，及びその生命に
危険が及ぶおそれがあるものであって，療養のためって，療養のため
に多額の費用を要するものとしてに多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社厚生労
会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。をいう。
② この法律で，小児慢性特定疾病児童等とは，次にこの法律で 小児慢性特定疾病児童等
掲げる者をいう。
一 都道府県知事が指定する医療機関（以下「指定
小児慢性特定疾病医療機関」という。）に通い，
又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児
童（以下「小児慢性特定疾病児童」という。）
二 指定小児慢性特定疾病医療機関に通い，又は入
院する小児慢性特定疾病にかかっている児童以外
の満20歳に満たない者（政令で定めるものに限
る。以下「成年患者」という。）

③　この法律で，小児慢性特定疾病医療支援とは，小
児慢性特定疾病児童等であって，当該疾病の状態がて，当該疾病の状態が
当該小児慢性特定疾病ごとに当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保厚生労
障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対であるものに対
し行われる医療（当該小児慢性特定疾病に係るものし行われる医療（当該小児慢性特定
に限る。）をいう。
○児童福祉法第６条の２第１項の規定に基づき厚生労
働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第３項の
規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働
大臣が定める疾病の状態の程度（平成17年厚生労働
省告示第23号）（全部改正；平成26年12月18日 厚生
労働省告示第475号）（最終改正；令和４年３月29
日 厚生労働省告示第102号）〔未掲載→300頁参照〕

第１章　総則 〔抄〕

第１節　療育の指導，小児慢性特定疾病医療費
の支給等

の指導 〔略〕

第２章　福祉の保障　〔抄〕

【法第６条の２第２項第二号の政令で定める児童等】
令第１条　児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下
「法」という。）第６条の２第２項第二号の政令で定
める者は，同項第一号に規定する指定小児慢性特定
疾病医療機関に通い，又は入院する小児慢性特定
疾病（同条第１項に規定する小児慢性特定疾病を
いう。第22条第１項第二号ロにおいて同じ。）にか
かっている児童以外の満20歳に満たない者であっ
て，満18歳に達する日前から引き続き指定小児慢性
特定疾病医療支援（法第19条の２第１項に規定する
指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。第22条第１
項において同じ。）を受けているものとする。

定義／小児慢性特定疾病医療費の支給

て，指定小児慢性特定疾病医療機関（同条第５項の
規定により定められたものに限る。）から当該医療
費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援（以下
「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。）を受け
たときは，厚生労働省令で定めるところにより，当
該小児慢性特定疾病児童に係る同条第７項に規定す
る医療費支給認定保護者（次項において「医療費支
給認定保護者」という。）又は当該医療費支給認定
患者に対し，当該指定小児慢性特定疾病医療支援に
要した費用について，小児慢性特定疾病医療費を支
給する。

②　小児慢性特定疾病医療費の額は，１月につき，次
に掲げる額の合算額とする。
一　同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支
援（食事療養（健康保険法（大正11年法律第70
号）第63条第２項第一号に規定する食事療養をい
う。次号，第21条の５の29第２項及び第24条の20
第２項において同じ。）を除く。）につき健康保険
の療養に要する費用の額の算定方法の例により算
定した額から，当該医療費支給認定保護者又は当
該医療費支給認定患者の家計の負担能力，当該医
療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治
療の状況又は身体の状態，当該医療費支給認定保
護者又は当該医療費支給認定患者と同一の世帯に
属する他の医療費支給認定に係る小児慢性特定疾
病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する

第50号）第７条第１項に規定
（同法第 条

小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。）が指
定小児慢性特定疾病医療機関（同項第一号に規定す
る指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同
じ。）から指定小児慢性特定疾病医療支援（法第19
条の２第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療
支援をいう。以下同じ。）を受けたときは，法第19
条の３第10項の規定により当該小児慢性特定疾病児
童（法第６条の２第２項第一号に規定する小児慢性
特定疾病児童をいう。以下同じ。）に係る医療費支
給認定保護者（法第19条の３第７項に規定する医療
費支給認定保護者をいう。以下同じ。）又は医療費
支給認定患者（法第19条の２第１項に規定する医療
費支給認定患者をいう。以下同じ。）に支給すべき
小児慢性特定疾病医療費は当該指定小児慢性特定疾
病医療機関に対して支払うものとする。

③　都道府県は，医療費支給認定に係る小児慢性特定
疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法
第19条の３第５項の規定に基づき当該小児慢性特定
疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援（法第６条
の２第３項に規定する小児慢性特定疾病医療支援を
いう。以下同じ。）を受けるものとして定められた
指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関から
当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支
援を受けた場合において，その必要があると認める
ときは，前項の規定にかかわらず，当該小児慢性特
定疾病児童に係る医療費支給認定保護者又は当該医
療費支給認定に係る医療費支給認定患者に，支給す
べき小児慢性特定疾病医療費を支払うことができ
る。
【小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額】
令第22条　法第19条の２第２項第一号の政令で定め
る額（次項において「小児慢性特定疾病医療支援
負担上限月額」という。）は，次の各号に掲げる医
療費支給認定保護者（法第19条の３第７項に規定す
る医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び
第22条の３において同じ。）又は医療費支給認定患
者（法第19条の２第１項に規定する医療費支給認定
患者をいう。以下この条及び第22条の３において同
じ。）の区分に応じ，当該各号に定める額とする。
一　次号から第七号までに掲げる者以外の者　
15,000円
二　次のイ又はロに掲げる者（次号から第七号まで
に掲げる者を除く。）　10,000円
イ　医療費支給認定（法第19条の３第３項に規定
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ガイドブック  ～仕事と介護の両立のために～

◆ワークサポートケアマネジャーは、働く人々の仕事と介護の両
立を支援するプロフェッショナルです。介護支援専門員の専門
性を活かし、仕事と介護の両立支援に関わる企業の取組みを推
進し、個々の社員の仕事と介護の両立をサポートします。

◆ワークサポートケアマネジャーには、幅広い知識と実践が求
められます。本書は、特別委員会において必要とされた基礎
知識を網羅しています。また、日本介護支援専門員協会が開
発した独自の様式を用いた、さまざまな実践例を多数、掲載
しています。
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〇序　章 働く人々の仕事と介護の両立をいかに支援するのか
〇第１章 ワークサポートケアマネジャーの目的と役割
 　第１節　ワークサポートケアマネジャー創設の目的 ／ 第２節　ワークサポートケアマネジャーの役割

〇第２章 仕事と介護の両立支援の理解と関連職種との連携
 　第１節　ワークサポートケアマネジャーと他職種との関係について
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 　第３節　社員への支援に当たって～面接技術と心構え～ ／ 第４節　ニーズ把握と支援方針の検討
 　第５節　リスクマネジメント
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  専門員協会が新たに創設した認定制度です。
  本書が唯一の公式テキストです。
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